
   ぜんつうじ物価高騰支援券配布事業実施要綱 

 

 （目的） 

第１条 この要綱は、国の物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金を活用し、ぜんつう

じ物価高騰支援券（以下「支援券」という。）を交付することにより、物価高騰の長期

化に直面する市民及び事業者を支援することを目的とする。 

 （定義） 

第２条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところに

よる。 

 ⑴ 交付対象者 令和７年１２月１日（以下「基準日」という。）において市の住民

基本台帳に記録されている者（基準日以前に、住民基本台帳法（昭和４２年法律第

８１号）第８条の規定に基づき住民票を消除されていた者で、基準日の翌日から令和

８年１月５日までの間に市の住民基本台帳に記録された者を含む。）又は基準日にお

いて市長が認める特別な理由により市に現に居住する者をいう。 

 ⑵ 受取権者 交付対象者の属する世帯の世帯主をいう。 

 ⑶ 特定取引 支援券が対価の弁済手段として利用される物品（有価証券、前払式証票

その他これらに類するものを除く。）の購入若しくは借受け又は役務の提供をいう。 

 ⑷ 取扱店舗 特定取引を行い、当該特定取引の対価として利用された支援券の換金を

申し出ることができる者として市に登録された店舗をいう。 

 ⑸ 取次金融機関 取扱店舗から換金の申出のあった支援券を市に取り次ぐ金融機関を

いう。 

 （支援券の額等） 

第３条 支援券の額は、１枚当たり額面１，０００円とする。 

２ 支援券は、１０枚を１冊につづり込むものとする。 

３ 支援券は、交付対象者１人につき１冊を交付するものとする。 

 （支援券の利用範囲等） 

第４条 支援券は、取扱店舗との間における特定取引においてのみ利用することができる。 

２ 支援券の利用期間は、令和８年４月１日からから同年１０月３１日までとする。 

３ 特定取引の金額が、利用された支援券の合計額を下回るときは、差額の釣銭は支払う

ことができない。 



４ 支援券は、交換し、譲渡し、又は売買してはならない。 

５ 支援券は、交付された受取権者又は当該受取権者の属する世帯の交付対象者若しくは

その代理人に限り利用することができる。 

６ 特定取引は、次に掲げる取引以外の取引とする。 

 ⑴ 現金との換金又は金融機関への預入れ 

 ⑵ 土地若しくは家屋の購入又は家賃、地代、駐車料等の不動産に係る取引 

 ⑶ ビール券、図書券、文具券、切手、はがき、印紙、プリペードカード、コンサート

チケット、航空券、各種商品券、各種回数券その他換金性の高い物品の購入 

 ⑷ 株式、先物、宝くじ等の金融商品の購入 

 ⑸ たばこの購入 

 ⑹ 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律（昭和２３年法律第１２２号）

第２条（第１項第１号を除く。）に規定する営業に係る役務の提供 

 ⑺ 事業活動に伴い使用する原材料、機器類、商品仕入等の購入 

 ⑻ 国又は地方公共団体への支払及び公共料金等の支払 

 ⑼ 前各号に掲げるもののほか、市長が指定する取引 

（支援券の交付） 

第５条 市長は、受取権者に対し、受取権者の世帯に属する交付対象者全員分の支援券に、

氏名、住所、送付冊数等を記載した支援券送付状を添えて郵送するものとする。 

２ 基準日において受取権者以外の交付対象者が世帯にいない受取権者（以下「単身受取

権者」という。）が、支援券を郵送する時点において国外に転出している場合は、当該

受取権者に対し、支援券は交付しない。 

３ 第１項の規定にかかわらず、市長は、別に定める方法により、受取権者の世帯に属す

る交付対象者が、受取権者に代わり支援券の交付を受ける者として市長に届け出ている

場合は、当該交付対象者に対し、第１項の規定に準じて支援券を郵送するものとする。 

 （支援券の郵送によらない交付等） 

第６条 受取権者又は交付対象者（この条において「受取権者等」という。）は、次に掲

げる事由に該当する場合には、ぜんつうじ物価高騰支援券交付等申請書兼受領証（別記

様式）により交付を申請することができる。 

 ⑴ 支援券を郵送にて受け取ることができなかったとき。 

 ⑵ 前号に掲げるもののほか、市長が認めるとき。 



２ 市長は、前項の規定による申請を受けたときは、その内容を審査し、適当と認めると

きは、当該受取権者等に対し、支援券を交付する。 

３ 前項の規定に基づき支援券の交付を受けた受取権者等は、市長に提出したぜんつうじ

物価高騰支援券交付等申請書兼受領証の受領者氏名欄に署名しなければならない。 

 （受取権者が死亡した場合の取扱い） 

第７条 受取権者（単身受取権者を除く。）が基準日以降に死亡した場合は、当該受取権

者の世帯に属する交付対象者であって、新たに当該世帯の世帯主となった者を受取権者

とする。 

２ 単身受取権者が基準日以降に死亡した場合は、受取権者の相続人を受取権者とする。 

 （取扱店舗の登録等） 

第８条 市長は、ぜんつうじ物価高騰支援券取扱店舗事務取扱要項（令和７年善通寺市告

示第１７１号。以下「事務取扱要項」という。）に定めるところにより、取扱店舗を募

集し、応募した取扱店舗を登録の上、当該取扱店舗に取扱店舗登録証明書を交付する。 

２ 市内の事業協同組合等は、その構成員である店舗に代わって、前項の応募をすること

ができる。 

 （取扱店舗の責務） 

第９条 取扱店舗は、事務取扱要項に定めるもののほか、次に掲げる事項を遵守しなけれ

ばならない。 

 ⑴ 特定取引において支援券の利用を拒んではならないこと。 

 ⑵ 支援券を交換し、譲渡し、及び売買してはならないこと。 

 ⑶ 市長と適切な連携体制を構築すること。 

２ 市長は、取扱店舗が前項の規定に反する行為を行ったときは、当該取扱店舗の登録を

取り消すことができる。 

 （支援券の換金手続） 

第１０条 市長は、特定取引において支援券が利用された場合は、利用された支援券を有

する取扱店舗に対し、当該支援券の額面に相当する金銭を支払うものとする。 

２ 前項の場合において、取扱店舗は、市長が指定する取次金融機関に、第８条第１項の

規定により交付された取扱店舗登録証明書を提示するとともに、利用された支援券を提

出して、令和８年１２月２５日までに換金を申し出なければならない。 

３ 換金の方法は、取扱店舗の預金口座への振込によるものとする。 



 （支援券に関する周知等） 

第１１条 市長は、ぜんつうじ物価高騰支援券配布事業の実施に当たり、交付対象者及び

受取権者の要件並びに事業の概要について、広報紙への掲載その他の方法により住民へ

の周知を行う。 

 （不当利益の返還） 

第１２条 市長は、偽りその他不正の手段により支援券の交付を受け、又は利用したと認

めるときは、当該支援券の交付を受けた者（以下「返還対象者」という。）に対し、当

該支援券又は当該支援券の額面に相当する額の全部又は一部の返還を求めるものとする。 

２ 市長は、返還対象者が交付された支援券の一部又は全部を利用している場合は、当該

返還対象者に対し、利用した支援券の額面に相当する額の金銭の返還を求めるものとす

る。 

３ 前項の場合において、利用されていない支援券があるときは、市長は、返還対象者に

対し、当該支援券の返還を求めるものとする。 

 （その他） 

第１３条 この要綱に定めるもののほか、ぜんつうじ物価高騰支援券配布事業の実施に関

し必要な事項は、別に定める。 

 

   附 則 

 （施行期日） 

１ この要綱は、告示の日から施行する。 

 （この告示の失効） 

２ この要綱は、令和９年３月３１日限り、その効力を失う。 

 

 

 

 



別記様式（第６条関係） 

  年  月  日 

 

ぜんつうじ物価高騰支援券交付等申請書兼受領証 

 

善通寺市長  様 

申請者 

                   住  所 

                   氏  名 

                   電話番号 

 

 ぜんつうじ物価高騰支援券配布事業実施要綱第６条第１項の規定により、ぜんつうじ物

価高騰支援券の交付を申請します。 

 

支援券交付対象者 

№ 氏  名 申請者との続柄 生年月日 住所（R7.12.1 時点） 

1     

2     

3     

4     

5     

6     

 

令和  年  月  日上記交付対象者分のぜんつうじ物価高騰支援券を受領しました。 

 

受領者氏名（自署）                    

 

 

※ 公的機関が発行した顔写真付きの本人確認書類（マイナンバーカード、運転免許証

等）の提示が必要です。なお、顔写真付きの本人確認書類をお持ちでない場合は、健康

保険証、年金手帳等、複数の本人確認書類の提示が必要です。 

※ 状況により、事情確認書類の提出又は提示を求めることがあります。 


